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令和元年度 再評価対象地区に係る事業制度・費用対効果の分析について 
 
 

課名  道路建設課   

  ○ 

  事 

  業 

  制 

  度 

  に 

  つ 

  い 

  て 

 事 業 名  道路改築事業 

 事 業 目 的 

地方公共団体等が行う社会資本の整備その他の取組を支援することにより、

交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境

の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図ること。 

 採 択 基 準 

地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上を図るために必要であ

り、又は快適な生活環境の確保若しくは地域の活力の創造に資すると認められ

るもの。 

 概      要 

 (メニュー) 
現道拡幅や線形改良等又はバイパスの建設 

○ 

費 

用 

対 

効 

果 

の 

分 

析 

に 

つ 

い 

て 

 

＊ 

費 

用 
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益 

B/C 

＊ 

 効 

 果 

 の 

 項 

 目 

う 

ち 

貨 

幣 

換 

算 

す 

る 

項 

目

》  
Ｂ

《  

 

・走行時間短縮便益 

・走行経費減少便益 

・交通事故減少便益 

 

そ 

の 

他 

項 

目 

 

費 

用 

》  
Ｃ 

《  
の 

算 

定 

 

・費用の積み上げ基準＝道路整備に要する事業費＋道路維持管理に要する事業費 

現在価値算出のための社会的割引率：４％ 

基準年次：評価時点 

検討年数：50年間 

費 

用 

便 

益 

比 

の 

基 

準 

 

費用便益比（Ｂ／Ｃ）１．０以上 
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令和元年度 再評価実施箇所（附図） 

                                                                       担当課〔 道路建設課 〕 

番   号 ５ 
 事 業 名 

 (路線･河川名等)      

道路改築事業 

一般国道４１８号 丸山
まるやま

バイパス 

事業実施  

箇    所 
八百津町
や お つ ち ょ う

 八百津
や お つ

～恵那市
え な し

 飯地
い い じ

町
ちょう

 事 業 主 体 岐阜県 

採択年度 平成５年度 完了予定年度 令和１０年度 

 再評価の実施基準 再評価を実施した後５年間が経過した時点で継続中の事業（経過措置） 

 事業目的  

一般国道418号は、福井県大野市を起点とし、長野県飯山市に至る延長約178kmの幹線道路で、当該事

業区間は第二次緊急輸送道路にも指定される重要な路線である。 

当該事業は、新丸山ダムの整備により水没する現道の付替工事として、八百津町八百津から恵那市飯

地町の12.7kｍ区間のバイパスを整備するものであり、道路機能の確保、隘路・線形不良箇所の解消及

び災害時に有効に機能するネットワークの確保を目的としている。 

 事業概要  

事業延長：１２.７ｋｍ 車道幅員：３．００ｍ×２車線、  

歩道幅員：２．５０ｍ（片側（A区間のみ、Ｂ区間は設置なし） 

主要構造物：新旅足橋Ｌ＝462ｍ、鷲ヶ峰トンネルＬ＝417ｍ、6号橋Ｌ＝97m 等 

 概 要 図  
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令和元年度 再評価実施箇所（附図） 

                                                                       担当課〔 道路建設課 〕 

番   号 ６  事 業 名 

 (路線･河川名等)      

道路改築事業 

主要地方道白川福岡線 黒川工区 

事業実施  

箇    所 
加茂郡
か も ぐ ん

白川町
しらかわちょう

黒川
くろかわ

 事 業 主 体 岐阜県 

採択年度 平成１４年度 完了予定年度 令和１０年度 

 再評価の実施基準 再評価を実施した後、５年間が経過した時点で継続中の事業（経過措置） 

 事業目的  

主要地方道白川福岡線は、岐阜県加茂郡白川町を起点とし、岐阜県中津川市に至る延長約30kmの路線

で、第二次緊急輸送道路に指定される重要な路線である。 

当該事業はこのうち白川町黒川地区の約１，６４０ｍのバイパスを整備するものであり、隘路・線形

不良箇所の解消における円滑な交通の確保及び災害時に有効に機能するネットワークの確保を目的と

している。 

 事業概要  

事業延長：１，６４０ｍ 車道幅員：３．００ｍ×２車線、歩道幅員：２．５０ｍ（片側） 

主要構造物：（仮称）黒川１号橋Ｌ＝５５ｍ、（仮称）黒川２号橋Ｌ＝４７ｍ 

 概 要 図  

 

 

 

-4-



 

 

令和元年度 再評価実施箇所（附図） 

                                                                       担当課〔 道路建設課 〕 

番   号 ７  事 業 名 

 (路線･河川名等)      

道路改築事業 

一般県道養老垂井線 橋爪工区 

事業実施  

箇    所 

養老郡
ようろうぐん

養老町
ようろうちょう

橋爪
はしづめ

 

～養老郡
ようろうぐん

養老町
ようろうちょう

橋爪
はしづめ

 
事 業 主 体 岐阜県 

採択年度 平成２７年度 完了予定年度 令和５年度 

 再評価の実施基準 事業着手年度から５年間が経過した時点で継続中の事業（経過措置） 

 事業目的  

一般県道養老垂井線は、養老郡養老町石畑から不破郡垂井町府中東に至る延長約１０ｋｍの道路であ

る。当該事業は、養老郡養老町橋爪において牧田川を渡河する橋梁約３５０ｍを整備するものであり、 

養老ＳＡスマートＩＣへのアクセス向上や災害時に有効に機能するネットワークの確保などに寄与す

ることを目的としている。 

 事業概要  

事業延長：３５０ｍ 車道幅員：３．００ｍ×２車線 

          歩道幅員：２．００ｍ（片側） 

          主な構造物：（仮称）橋爪大橋 Ｌ＝３０３．５ｍ 

 概 要 図  

 

 

Ｎ

228
215

一般国道

主要地方道

事業区間

一般県道

高速道路

365

258

21

養老SA
スマートＩＣ

大垣ＩＣ

大垣西ＩＣ

関ヶ原ＩＣ

養老JCT

養老ＩＣ

起点 養老町橋爪

一般県道 養老垂井線
橋爪工区
Ｌ＝350m

(C)岐阜県

垂井町

長野県

滋賀県

157

19

258

高山市

石川県

富山県

福井県

三重県

愛知県
多治見市

位 置 図

美濃加茂市

158

21

156
41

岐阜市

大垣市 中津川市

E41

E67

C3

E67

E41

E1

C3C3

E19

当該工区

大垣市

大垣市
上石津地域

養老町

養老町役場

垂井町役場

東
海
環
状
自
動
車
道

終点
養老町橋爪

C3

E1牧田川

関ケ原町

牧田川

養老SA
スマートIC

写真

3km0km

-5-



 

-6-



H22

L=12.7km

A L=9.2km B
L=3.5km

1

C

-7-



2

1,700km

3C

-8-



H

H

H H

4C

5

-9-



6

7
HP

R .7
61

8
418

21
418 A

22
25

25

-10-



8

30

6 7 8

C

917

L=3.5km

3.75 10 2.5 7

-11-



10

-12-



前回 今回

（基準年：H19） (基準年：R1）

24年 36年

92.4 80.4

16.1 7.2

108.5 87.6

154.0 175.5

104.0 11.0

1.0 -0.5

259.0 186.0

2.4 2.1

■事業内容

令和元年度

岐阜県事業評価監視委員会

費用対効果分析資料

■事業名

【道路事業】　道路改築事業「一般国道４１８号　丸山バイパス」

費用
(億円)

事業費

維持管理費

合計（Ｃ）

バイパス整備　延長L=12.7km、幅員W=7.5～10.0m

■費用対効果分析結果

区分 備考

事業期間

・前回の平成19年度との差異は、「今回評価時点までにマニュアルが2回改訂されている
こと」、「国との協定の見直しにより事業区間の減、総事業費の減」によるものが主な要
因である。

効果
(億円)

走行時間短縮便益

走行経費減少便益

交通事故減少便益

合計（Ｂ）

費用対効果分析結果（Ｂ／Ｃ）

※金額は、社会的割引率（４％）を用いて現在の価値に換算したもの。

■費用対効果分析の分析方法

・費用便益分析マニュアル／国交省道路局　都市局/H30.2

■費用対効果分析結果の要因変化
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前回 今回

(基準年：H24） (基準年：R1）

H14～R3 H14～R10

13.5 20.0

0.7 0.6

14.2 20.6

17.1 22.9

1.2 2.1

0.1 0.1

18.4 25.1

1.3 1.2費用対効果分析結果（Ｂ／Ｃ）

※金額は、社会的割引率（４％）を用いて現在の価値に換算したもの。

■費用対効果分析結果の要因変化

【費用】
・費用を現在価値化する際の基準年が前回の平成24年から令和元年に変更になった。
・社会的割引率が4％に設定されているため、基準年次以前（令和元年以前）の事業費が
増加することとなる。
・事業期間が7年延びたため、B/Cが1.3から1.2となった。
【便益】
・H30.2に費用便益分析マニュアルの改訂され、時間価値原単位、走行経費原単位、
　交通事故損失額の計算式が見直された。
・H30.2に新たな将来OD表が配布された。
・H30.2に交通量配分手法が改訂され、QV式が見直された。

■費用対効果分析の分析方法

・費用便益分析マニュアル／国交省道路局　都市局/H30.2

効果
(億円)

走行時間短縮便益

走行経費減少便益

交通事故減少便益

合計（Ｂ）

区分 備考

費用
(億円)

事業費

維持管理費

合計（Ｃ）

事業期間

令和元年度

岐阜県事業評価監視委員会

費用対効果分析資料

■事業内容

バイパス整備　延長L=1,640m、幅員W=9.75m

■費用対効果分析結果

【道路事業】　道路改築事業「(主)白川福岡線　黒川工区」

■事業名
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前回 今回

(基準年：－） (基準年：R1）

- H26～R5

- 22.1

- 1.4

- 23.6

- 46.1

- 6.3

- 1.1

- 53.4

- 2.3費用対効果分析結果（Ｂ／Ｃ）

※金額は、社会的割引率（４％）を用いて現在の価値に換算したもの。

■費用対効果分析結果の要因変化

今回が初めての再評価となるため、要因変化はない。

■費用対効果分析の分析方法

・費用便益分析マニュアル／国交省道路局　都市局/H30.2

効果
(億円)

走行時間短縮便益

走行経費減少便益

交通事故減少便益

合計（Ｂ）

区分 備考

費用
(億円)

事業費

維持管理費

合計（Ｃ）

事業期間

令和元年度

岐阜県事業評価監視委員会

費用対効果分析資料

■事業内容

橋梁新設　延長L=350m(うち橋梁延長L=303.5m)、幅員W=9.0m

■費用対効果分析結果

【道路事業】　道路改築事業　一般県道養老垂井線　橋爪工区

■事業名
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